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欧州の特許市場では⼤学での卓越した研究や⺠間企業と研究機関との強い連携などによりスイス
の存在感が引き続き際⽴っています。EPO（欧州特許庁）が2018年に受理した⼈⼝100万人
当たりの特許出願件数はスイスが2017年の884.3件から955.9件に件数を拡大させ、2位以下を
⼤きく引き離して⾸位を維持しました。

EPOが2018年に受理したスイスの特許出願件数は7,927件と科学研究・技術革新分野のリー
ダーである米国の4万3,612件やドイツの2万6,734件、日本の2万2,615件のトップ3に遠く及びま
せんが、⼈⼝当たりの効率の良さでは抜きん出ており、伸び率も前年⽐＋7.8％と欧州38ヵ国平均
の前年⽐＋3.8％を上回っています。

また、欧州での特許申請件数の内訳を⾒ると製薬⼤⼿ノバルティスなどが強みを持つ医療技術が
1万3,795件で引き続きトップを維持し、デジタル通信が1万1,940件、コンピュータ技術が1万
1,718件、産業機械大手ABBなどが貢献した電気機器・同部品・エネルギー設備が1万722件、
運輸が9,039件で続いています。

特許出願件数の多寡が国⼒や売上高の向上に直結する訳ではありませんが、カンピノスEPO⻑官
は「スイスは2018年に特許出願に関して再び⾮常に⼒強い成⻑を遂げた。これは今後の卓越したイ
ノベーションの可能性を示唆するものだ」と述べ賞賛しており、これらの弛まぬ努⼒はスイスの株式市
場や通貨フランの魅⼒を⾼める要因になると考えられます。

出所：EPO 『Annual Report 2018』より作成 写真はイメージです。

【 2018年の主要国の人口100万人当たりの特許出願件数】

首位を維持したスイスの人口当たり特許出願件数

【2018年の主要国の特許出願件数】

国名 件数 国名 件数 国名 件数

1位 米国 43,612件 6位 スイス 7,927件 11位 スウェーデン 4,050件

2位 ドイツ 26,734件 7位 韓国 7,296件 12位 デンマーク 2,390件

3位 日本 22,615件 8位 オランダ 7,140件 13位 ベルギー 2,360件

4位 フランス 10,317件 9位 英国 5,736件 14位 オーストリア 2,292件

5位 中国 9,401件 10位 イタリア 4,399件 15位 スペイン 1,776件
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当資料のご利⽤にあたっての注意事項

◆当資料は、損保ジャパン⽇本興亜アセットマネジメント株式会社により情報提供を⽬的として作成された資料です。したがっ
て、勧誘を⽬的としたものではありません。また、法令等にもとづく開⽰書類ではありません。

◆投資信託は、主として値動きのある証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります）に投資しますので、基準価額は
変動します。したがって、元⾦が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失が⽣じ、投資元⾦を割り込むことが
あります。

◆当資料に記載されているグラフ・数値等は過去の実績を示したものであり、将来の成果等を保証するものではありません。当
資料は弊社が信頼できると判断した各種情報に基づいて作成されておりますが、その正確性や完全性を保証するものではあ
りません。投資信託をお申し込みの際には、投資信託説明書（交付⽬論⾒書）をあらかじめまたは同時にお渡ししますの
で、必ずお受け取りの上、詳細をご確認ください。また、お申込みに関する決定は、お客さま自身でご判断ください。

ご投資頂くお客様には以下の費用をご負担いただきます。

《ご注意》

その他の費用等

上記以外に保有期間等に応じてご負担頂く費用があります。

｢その他の費用等｣については、運用状況等により変動するものであり、事前に料

率、上限額等を表示することができません。

交付目論見書、契約締結前交付書面等でご確認下さい。

上記に記載しているリスクや費用項目につきましては、一般的な投資信託を想定しております。費用の料率につきましては、損保

ジャパン日本興亜アセットマネジメントが運用するすべての投資信託のうち、徴収するそれぞれの費用における最高の料率を記載

しております。投資信託に係るリスクや費用は、それぞれの投資信託により異なりますので、ご投資をされる際には、事前によく

交付目論見書や契約締結前交付書面をご覧下さい。

※当該手数料等の合計額については、ご投資家の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

[投資信託をお申込みに際しての留意事項]

換金時に直接ご負担いただく費用 信託財産留保金 上限0.5％

投資信託の保有期間中に間接的に
ご負担いただく費用

| 投資信託に係るリスクについて

投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とし投資元本が保証されていないため、
当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等により投資一単位当たりの価値が変動します。従ってお客
様のご投資された金額を下回ることもあります。
また、投資信託は、個別の投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることか
ら、リスクの内容や性質が異なりますので、ご投資に当たっては投資信託説明書（交付目論見書）や契約締結前交
付書面をよくご覧下さい。

| 投資信託に係る費用について

購入時に直接ご負担いただく費用 購入時手数料 上限3.78％（税込み）

信託報酬 上限2.052％（税込み）

損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社
⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第351号
加入協会／一般社団法人投資信託協会

一般社団法人日本投資顧問業協会


